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挑戦～Challenge～

８月 葉月

２０１８年 ８月発行

■ＴＯＰＩＸ
■８月 税務カレンダー
■中小企業の設備投資支援税制措置
■相続税のお話 其の②

夏のあいさつと言えば、「いや～暑いですね」
という感じだと思いますが、最近は軽く言えるレ
ベルを超えてきている気がします。
気温が体温より高くなっているので、要注意。特
に小さい子などは地面に近いですからなおさらで
すよね。
日本の涼の知恵、風鈴や打ち水、すだれ等を利用
して気持ちを涼しくできれば、心が静まるかもし
れません。
台風で鳴り止まない風鈴！時間外の打ち水！倒れ
ているすだれ！
あぁ～もうっ！！
おあとがよろしいようで…

今月は､中小企業の幅広い設備投資を後押しする税制をご紹介します。

対象設備や指定業種などの要件があります。どの税制を適用できるかは､ご相談ください。
制度の概要は以下の通りです。（中小企業庁パンフレット参照）

太枠部分の適用を受けるには経営力向上計画認定を受ける必要があります。

ＴＯＰＩＸ 税務カレンダー

中小企業の設備投資支援税制措置

10日
源泉税納付期限

31日
６月決算法人の確定申告期限
1２月決算法人の中間申告
消費税･地方消費税の中間申告
個人事業者 消費税・地方消
費税の中間申告

地方税

特別償却 税額控除 特別償却 税額控除

個人事業主
資本金3,000万円以下の法人

10% 7%

資本金3,000万円超～
　　　　    1億円以下の法人

7% 適用なし

　　　　　　　支 援 措 置

　　対  象

国税（法人税・所得税）

中小企業経営強化税制

30%即時償却
３年間の課税

標準額を
２分の１に軽減

固定資産税
の特例

・中小企業投資促進税制
・商業・サービス業・

　農林水産業活性化税制

夏季休業期間のご案内

８月１３日～１５日



[編集後記]

相続税のお話し 其の②

この編集後記がなくなるかもしれません…。えっ？別にいいって？
ＨＡＨＡＨＡこいつめ～…、すいません。ちょっと現実逃避いたしま
した。
というよりニュースレターの構成を変えていこうということです。な
にごとも「挑戦」でございます。というわけで大変短い間ではござい
ましたが、妙な戯言にお付き合いいただきましてありがとうございま
した。ニュースレター自体はこれからも続いていくので、今後のご愛
顧をよろしくお願いいたします。

相続人には順位がある!?

法定相続人とは、遺産を受け取れる権利がある人のことです。
その範囲や順位は、民法で定められています。

被相続人の配偶者は　常に法定相続人となる
第1順位の法定相続人は 子ども
第2順位の法定相続人は 親
第3順位の法定相続人は 兄弟姉妹
代襲相続とは 相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合に、

相続人の子どもが遺産相続をすることです。

遺言書で、法定相続人以外の人へ指定があると、
法定相続人でなくても相続人の権利が与えられることになります。
（これを遺贈といいます）
遺言書がない場合は、法定相続人が遺産を相続することになります。

甥 姪

孫
子どもがいない場合

孫
兄弟姉妹がいない場合

孫が 代襲相続 甥・姪が 代襲相続

1

子の配偶者 子 子 子の配偶者

3

配偶者 被相続人
兄弟姉妹

兄弟姉妹の
配偶者

祖父 祖母 祖父 祖母

父 2 母


